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国
民
保
護
計
画
に
関
す
る
お
問

　

い
合
わ
せ
は
、
総
務
課
ま
で
ご
連

　

絡
く
だ
さ
い
。
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国
民
保
護
の
ポ
イ
ン
ト
は
、

「
避
難
」「
救
援
」「
武
力
攻
撃
災

害
へ
の
対
処
」
の
３
つ
で
す
。

こ
れ
ら
の
仕
組
み
は
下
図
の
と

お
り
で
、
国
か
ら
道
、
道
か
ら

羽
幌
町
へ
と
、
各
措
置
が
指
示

ま
た
は
実
施
さ
れ
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
	

　

武
力
攻
撃
な
ど
の
事
態
に
お

い
て
、
町
民
の
生
命
、
身
体
及

び
財
産
を
保
護
し
、
武
力
攻
撃

に
よ
る
被
害
を
最
小
に
す
る
た

め
の
国
民
保
護
措
置
を
的
確
か

つ
円
滑
に
実
施
で
き
る
よ
う
、

町
の
国
民
保
護
措
置
の
実
施
体

制
、
町
が
実
施
す
る
避
難
や
救

援
な
ど
の
措
置
に
関
す
る
事
項
、

平
素
か
ら
の
訓
練
、
備
蓄
及
び

啓
発
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る

と
と
も
に
、
町
の
区
域
に
お
い

て
関
係
機
関
が
実
施
す
る
国
民

保
護
措
置
を
総
合
的
に
推
進
す

る
こ
と
を
目
的
に
作
成
し
て
い

ま
す
。

　

こ
の
計
画
は
、
平
成　

年
9

16

月
に
施
行
さ
れ
た
「
武
力
攻
撃

事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護

の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律

（
国
民
保
護
法
）」
に
伴
い
、
全
て

の
都
道
府
県
及
び
市
町
村
が
作

成
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
も

の
で
す
。
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国
民
保
護
計
画
で
想
定
す
る

事
態
と
は
次
の
2
つ
に
大
別
さ

れ
、
そ
れ
ぞ
れ
具
体
的
な
事
態

を
想
定
し
て
い
ま
す
。

「
武
力
攻
撃
事
態
」

・
海
等
か
ら
の
地
上
部
隊
の
侵
攻

・
ゲ
リ
ラ
な
ど
に
よ
る
攻
撃

・
弾
道
ミ
サ
イ
ル
攻
撃

・
航
空
攻
撃

「
緊
急
対
処
事
態
」

・
燃
料
な
ど
の
危
険
物
が
あ
る
施

　

設
の
爆
破

・
大
規
模
集
客
施
設
へ
の
攻
撃

・
サ
リ
ン
な
ど
多
く
の
人
を
殺
傷

　

す
る
物
質
で
の
攻
撃

・
航
空
機
な
ど
の
自
爆
テ
ロ
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・警報の発令
・避難措置の指示
 (要避難地域･避難先地域等)

・警報の市町村への通知
・避難の指示
  (避難通路、交通手段等)

・警報の伝達
  (サイレン等を使用)
・避難の指示の伝達
・避難住民の誘導

・救援の指示 ・救援
　　＊食品、生活必需品等の
　　　給与
　　＊収容施設の供与
　　＊医療の提供　等

・救援に協力
　　

・武力攻撃災害への対処の
　指示
・大規模又は特殊な武力攻
　撃災害への対処
・生活関連施設の安全確保

・国民生活の安定

・武力攻撃災害の防御
・応急措置の実施
 (警戒区域の設定･退避指示)
・緊急通報の発令

・消防(北留萌消防組合)
・応急措置の実施
 (警戒区域の設定･退避指示)


